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伊佐市農業委員会 4回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 29年 7月 28日（金）午前 8時 58分から 10時 03分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （32人） 

    

    会  長        15番 池ノ上雅典 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 10 番委員 1 番推進委員 12 番推進委員

2 番委員 11 番委員 2 番推進委員 13 番推進委員

3 番委員 13 番委員 3 番推進委員 14 番推進委員

4 番委員 14 番委員 4 番推進委員 15 番推進委員

5 番委員 5 番推進委員 16 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員 17 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員 18 番推進委員

9 番委員 8 番推進委員 19 番推進委員

9 番推進委員 20 番推進委員

11 番推進委員      

４．欠席委員  （2人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  ５番委員    ７番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「非農地証明願」について 

議案第６号「辞任届」の承認について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前８時５８分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２９年度 第４回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

利用状況調査が今月７月から始まっているわけですが、このところ気

温が日中で３５度位になっています。現地調査をされる方は水分を十分

補給して、熱中症対策に注意し活動して頂きたいと思います。 

本日、１２番農業委員が欠席で、出席人数は１３人で、規定に達して

おりますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

５番農業委員と７番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号「農地法第１８条第６

項の規定による通知」をお願いいたします。 

 

資料の１ページをお開きください。報告第１号、農地法第１８条第６

項の規定による通知の報告第１号につきまして、番号１番から３番にな

ります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が３件、うち田

１筆、畑３筆です。以上で報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定について議題といたします。 

この議案は、所有権移転で３番農業委員が譲受け人になっていますの

で、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき議事に関与でき
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議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ませんので、審議開始から終了まで退席をお願いいたします。関係議案

終了後に入室、着席をして下さい。それでは３番農業委員退席をお願い

いたします。 

 

（３番農業委員退席） 

 

事務局の報告を求めます。 

 

２ページをお開きください。 

議案第 1号、「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定のうち、所有権移転分についてご説明いたします。番号１番の譲

渡人は、伊佐市菱刈荒田４０９４番地イ号に居住する ＮＫさん８０歳

です。土地の所在地は、伊佐市菱刈荒田字中水流４３２４番１９７で、

地目は田、地積は７７０㎡で、下手三差路より南東へ約１㎞に位置して

います。譲受人は、伊佐市菱刈下手３１００番地３に居住する認定農業

者の ＤＴさん７１歳で、あっせんによる所有権移転売買であり、あっ

せん委員としてＫ委員とＤ委員にお願いしました。 

なお、今回あっせん委員自ら取得になりますが、周囲の農地に比べ面

積も狭く耕作条件もあまりよくなく、周辺の耕作者にあっせんしました

が、買い手もいない状態であり、また、所有者においては売買価格に関

係なく、なんとしても手放したい意向が強いため、やむなく今回取得す

る次第であります。 

続きまして、「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」の貸借に

ついてご説明いたします。７ぺージをお開きください。 

期間は、１年から１０年で、地積は田５１，７９０㎡、畑３１，６８

８㎡、計８３，４７８㎡ページです。利用権を設定する者の数２１名、

設定を受ける者の数１７名、土地の明細につきましては３ページ整理番

号１番から６ページ整理番号２１番のとおりです。 

以上、報告を終わります。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告通り、決定することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ ３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見について、決定いたしました。 

ここで、３番農業委員の入室をお願いいたします。 

 

（３番農業委員入室） 

 

３番農業委員、経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見に

ついては決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番について１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る７月２４日に現地調査を行いましたの

で、１３番が報告いたします。 

 申請人・ＴＴさんは伊佐市大口大島７９８番地４に居住され、自治会

は大島南で、年齢は６５歳です。渡し人・ＫＨさんは長崎県佐世保市祗

園町２２番地１３号に居住され、年齢は６３歳です。 

申請地は伊佐市大口大島字若宮脇２０９番、地目は田、地積は３，１

６２㎡で、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は１００，１７７㎡で取得可能面積であります。農業

従事者は３名で、通作距離は約３㎞位で、現況は良く管理された農地で

です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。委員の

皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

    

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、１４番農業委員の報告を求めます。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る７月１６日現地調査を行いましたの

で、１４番が報告いたします。 

申請人・ＵＫさんは伊佐市菱刈荒田２５０６番地２に居住され、自治

会は場ノ木で、年齢は６２歳です。渡し人・ＮＴさんは伊佐市菱刈南浦

２６３１番地４に居住され、自治会は岩坪で、年齢は６１歳です。 

申請地は伊佐市菱刈荒田字島崎２４６３番１で、地目は畑、地積は７

４４㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１１，８１１㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約６０ｍ位で、現況はよく管理された畑であ

ります。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。委員の

皆様方のご審議方をよろしくお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る７月１９日現地調査を行いましたので、

５番が報告をいたします。 

申請人・ＨＫさんは伊佐市大口鳥巣２６２０番地に居住され、自治会

は鳥巣上で、年齢は６７歳です。渡し人・ＭＨさんは伊佐市大口鳥巣６

５１番地に居住され、自治会は鳥巣上で、年齢は９４歳です。 

申請地は伊佐市大口鳥巣字樋掛８４８番、地目は田、地積は４８４㎡

で、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は１６，１７０㎡で、取得可能面積であります。農業

従事者は１名で、通作距離は５００ｍ位で、現況はよく管理された田で

あります。経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

なお、現地は大口文化会館より南西に８００ｍ位に位置しております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部揃っております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

３ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て、申請件数３件について、３件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

  

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

て。 

整理番号１番について３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る７月２４日、１３番農業委員、

８番推進委員、私３番農業委員と、申請人のＭＭさん立会のもと、共同

調査を行いましたので３番農業委員が報告をいたします。 

申請人・ＭＭさんは、鹿児島市緑ケ丘町４４番８号に居住され、仕事

は退職されて、現在無職です。年齢は７５歳です。 

申請地の所在地は伊佐市大口下殿字須和野４４５番１外１筆で、地目

は畑、地積は合計で１，８６８㎡であります。農地区分は第２種農地そ

の他の農地となっており、転用目的は山林であります。申請地はファミ

リーマート大島店から北薩病院方面へ約１㎞に位置しており、周りは全

て山林で、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、平面図、事

業計画書、被害防除計画書、被害防止に関する誓約書、汚水処理確約書、

資金証明書が提出されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 



 8 

議 長 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ７ 番 

推 進 委 員 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

事 務 局 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号２番について、去る７月２４日、１１番農業委員、

１３番推進委員、私９番農業委員と、申請人ＹＩさん、司法行政書士の

Ｏさん、Ｋさん立会いのもと、共同調査を行いましたので９番農業委員

が報告をいたします。 

申請人・ＹＩさんは、伊佐市大口曽木１５４７番地１に居住され、有

限会社 Ｓモータースの会長をされています。年齢は８９歳で、自治会

は曽木になります。 

申請地の所在地は伊佐市大口原田字中牟田６０６番２外２筆で、地目

は田、地積は合計で７４４㎡であります。農地区分は第２種農地その他

の農地となっており、転用目的は、車両展示及び事務所であります。申

請地は伊佐農林高校から東へ約３００ｍに位置しており、南側は田を挟

んで宅地、東側宅地、北側宅地、西側は国道であり、周囲に与える影響

はないと思われますが、昭和５２年７月に買ったものの転用をしないま

ま現在に至っており、今回相続申請で地目が田と分かったとの事です。 

添付書類として、全部事項証明書、始末書等全て揃っています。調査

の結果、この申請については３名の調査員の意見において判断はつきま

せんでした。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、

私の報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

今回の案件は相続ですか。 

 

 

Ｙさんが８９歳と高齢になったため相続の手続きに法務局に書類を出

したところ、地目が田であることは判明したとのことです。しかし相続

するには地目を宅地に変更しないとできないと言われたそうです。また、

何故そういうふうになったのは私にもわかりません。これからこういう

案件が出てくるかと思いますが事務局はどう考えでしょうか。 

 

今回の案件は、許可証が再発行できずに再申請したものになります。 
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今の事務局の説明は、農業委員会の方へは申請をして許可をとって埋

め立てをし、展示場を作られたと言うことだと思います。それを法務局

の方で登記をせずそのままにしていた。法務局で登記手続きをしなかっ

たので、登記は変わらずそのままで、現状としては、登記は田、現況宅

地になっている。１０年以内だったら、再発行はできるんですが、３０

年、４０年経過していますので、再度申請をしてもらい、許可を取って

法務局で登記の変更をして頂くことだと思います。 

 

外に、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について処分決定について賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号３番について、去る７月２４日、１５番農業委員、

１５番推進委員、私５番農業委員と、申請人の代理人 Ｔ行政書士立会

のもと、３名で共同調査を行いましたので５番農業委員が報告をいたし

ます。 

申請人・ＮＨさんは伊佐市大口青木１０７１番地に居住され、農業で

水稲と生産牛を経営されています。年齢は７４歳で、自治会は下青木で

す。 

申請地の所在地は伊佐市大口青木字稲荷迫１０８６番１と、同字１０

９２番１の２筆で、地目は田、地積は合計で８９０㎡です。農地区分は

第２種農地その他の農地となっており、転用目的は農業用資材置場で畜

産用のロールベールサイレージの置場にしたいということです。申請地

は大口東小学校から東へ５００ｍ位に位置しており、南側は道路を挟ん

で田、東側は田、北側は田、西側は畑であり、周囲に与える影響はない
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書及び契約書、汚廃水処理契約書、転用に関する契約書、委任状、

農地法があまり分かっていなかったということで、一部埋め立てをして

ありますので始末書が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号４番について、去る７月２４日、１４番農業委員、

２番推進委員、私８番農業委員と、申請人の ＹＨさん立会のもと、３

名で共同調査を行いましたので８番農業委員が報告をいたします。 

申請人・ＹＨさんは伊佐市大口宮人１７６３番地３に居住され、米作

農家で年齢は６８歳で、自治会は宮人であります。 

申請地の所在地は伊佐市大口宮人字木原１７６４番１で、地目は畑、

地積は６７０㎡であります。農地区分は第１種農地となっており、転用

目的は農業用施設で、平成１０年４月に申請地に農業用施設を建築して

しまった旨の始末書が添付してあります。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、事業計画書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書等が提出されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で
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４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

議案第３号の「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定につ

いて、申請件数４件について、４件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

て。 

整理番号１番について４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号１番について、去る７月２４日、申請人の代理人 司

法書士・行政書士 Ｏさん立会いのもと、１１番推進委員、私４番農業

委員の２名で、共同調査を行いましたので４番農業委員が報告をいたし

ます。 

 譲受人は、伊佐市菱刈重留１３３４番地２に居住されている ＹＴさ

ん４４歳で、自治会は重留西であります。譲渡人は、伊佐市大口元町１

番地１に居住されている ＡＳさん８９歳で、自治会は下元町でありま

す。 

 本申請は、所有権移転売買で農地区分は第３種農地となっており、転

用目的は一般住宅です。 

 申請地は伊佐市大口里字竿境２２２２番６で、地目は田、地積は３５
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６㎡であります。所在地は九州労働金庫から西へ約１００ｍに位置して

おり、南側は田、東側は田、北側は田、西側は宅地であり、周辺に与え

る影響はないものと思われます。 

 添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約書等が提出されてい

ます。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号２番について、去る７月２４日、申請人の代理人 Ｔ

Ｒさん立会いのもと、７番農業委員、７番推進委員、私２番農業委員の

３名で、共同調査を行いましたので２番農業委員が報告をいたします。 

 譲受人は、埼玉県さいたま市南区辻六丁目６番１号に居住されている 

Ｎ興業株式会社 代表取締役 ＮＪさんであります。譲渡人は、伊佐市

菱刈前目２３６３番地１に居住されている ＨＨさん６８歳で、自治会

は前目中であります。 

 本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地とな

っており、転用目的は太陽光発電施設です。 

 申請地は伊佐市菱刈前目字焼山４２４２番１外１筆で、地目は畑、地

積は８５９㎡と６８４㎡で、合計１，５４３㎡であります。所在地は社
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会福祉法人敬明園・千鳥園から南西へ約３００ｍに位置しており、南側

は山林、東側は国道、北側は畑、西側は宅地であり、周辺に与える影響

はないものと思われます。 

 太陽光発電事業ですが、パネル枚数２８８枚、パネル総設置面積１，

５４３㎡、８４．９６ｋｗを想定しています。 

 添付書類として、全部事項証明書、外必要書類は全て揃っています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号３番について、去る７月２４日、申請人のＭＫさん、

Ｔ行政書士立会いのもと、２番農業委員、７番推進委員、私７番農業委

員の３名で、共同調査を行いましたので７番農業委員が報告をいたしま

す。 

 譲受人は、伊佐市大口山野５２７６番地１に居住されている ＭＫさ

ん７０歳で、自治会は上松であります。譲渡人は、日置市伊集院町古城

９５０番地１３に居住されている ＮＴさんであります。 

 本申請は、所有権移転贈与で農地区分は第１種農地となっており、転

用目的は倉庫及び事務所となっておりますが既に建物は建っておりまし

た。 

 申請地は伊佐市大口山野字堀ノ内５２８１番２で、地目は畑、地積は



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

６１㎡であります。所在地は山野駐在所から南東へ約１００ｍに位置し

ており、東側は道路、西側は宅地、南側は宅地、北側は宅地及び畑であ

り、周辺に与える影響はないものと思われます。 

 譲受人の父と譲渡人が５０年ほど前に土地の交換をしており、譲受人

は自分の土地と思い、昨年末に転用してしまったとのことであります。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状、始末

書が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番、５番については譲受人が同一ですので一括で報告をお

願いします。８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号４番について、去る７月２４日、申請人のＹＨさん

立会いのもと、１４番農業委員、２番推進委員、私８番農業委員の３名

で、共同調査を行いましたので８番農業委員が報告をいたします。 

 譲受人は、伊佐市大口鳥巣１１１９番地に居住されている ＹＴさん

３９歳で、自治会は西水流であります。譲渡人は、伊佐市大口宮人１７

６３番地３に居住されている ＹＨさん６８歳で、自治会は宮人で、親

子関係になります。 

 本申請は、所有権移転贈与で農地区分は第１種農地となっており、転
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用目的は一般住宅となっております。 

 申請地は伊佐市大口宮人字木原１７６４番２で、地目は畑、地積は４

２６㎡であります。所在地は宮人公民館より南東へ約３００ｍに位置し

ており、市道宮人・八代線沿いにあり、周りは市道宅地となっており、

周辺に与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、平面図、事

業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚廃水処理確約

書、資金証明書等が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。 

 続いて５番ですが、譲渡人は伊佐市大口宮人１７６３番地３に居住さ

れている ＹＴさん６０歳で、自治会は宮人で、ＹＨさんのいとこにな

られるそうです。 

 申請地は伊佐市大口宮人字木原１７６０番１で、地目は畑、地積は２

７４㎡であります。 

添付書類として、土地の全部事項証明書が添付されています。４番の

地積４２６㎡と５番の地積２７４㎡を合計しますと、一般住宅の５００

㎡を超えますが、宅地造成の所が深く、側面の高さの２倍以上を控えな

いといけないことから、７００㎡の敷地が取ってあります。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番、５番について、処分決定について賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番、５番は処分決定いたしました。 
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議 長 

 

整理番号６番について１３番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号６番について、去る７月２４日、申請人のＳＹさん

立会いのもと、３番農業委員、８番推進委員、私１３番農業委員の３名

で、共同調査を行いましたので１３番農業委員が報告をいたします。 

 譲受人は、鹿児島市西別府町３１１６番地１４５にある、株式会社 Ｍ

であります。譲渡人は、伊佐市大口白木１番地に居住されている ＳＹ

さん５２歳で、自治会は山之口であります。 

 本申請は、所有権移転売買で農地区分は第１種農地となっており、転

用目的は管理用通路となっております。 

 申請地は伊佐市大口鳥巣字外一町１０６２番１２で、地目は畑、地積

は１７３㎡であります。所在地は農業公社から北東へ約１００ｍに位置

しており、南側は畑、東側も畑、北側は道路、西側は畑であり、周辺に

与える影響はないものと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、配置図、字図、平面図、事

業計画書、被害防除計画書、転用に関する誓約書、汚廃水処理確約書、

地積測量図、残高証明書、改良区の意見書が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１３番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について１０番農業委員の報告を求めます。 
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１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につい

てのうち、整理番号７番について、去る７月２４日、申請人の代理人 Ｔ

行政書士立会いのもと、１番農業委員、９番推進委員、私１０番農業委

員の３名で、共同調査を行いましたので１０番農業委員が報告をいたし

ます。 

 譲受人は、福岡県福津市津屋崎４丁目２４番１４に居住されているＫ

Ｔさんであります。譲渡人は、鹿児島市吉野町１９２４番地２に居住さ

れている ＩＭさんであります。 

 本申請は、所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地とな

っており、転用目的は太陽光発電施設であります。 

 申請地は伊佐市大口堂崎字池ノ頭５３９番３５で、地目は畑、地積は

１，２４４㎡であります。現況は未耕作の農地で、所在地は羽月小学校

から南南東へ約１．２ｋｍに位置しており、東側は住宅、北側及び西側

は道路を挟んで田ですが、現在南側の土地に太陽光発電施設が設置工事

中で、周辺に与える影響はないものと思われます。 

 太陽光発電施設の規模は、パネル設置枚数２３２枚、発電量６９．６

ｋｗを予定しています。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、地図、字図、地積測量図、

パネル配置図、事業計画書、ＫＴさんの奥さんで、ＫＵさん名義の通帳

写し、被害防除計画書及び誓約書、転用に関する誓約書、九電発行の系

統連系に係る契約の案内、ＪＰＥＡ発行設備認定通知書、九州電力工事

負担金額通知書、委任状が添付されています。 

 調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたしまして、私の報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定について賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号の「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定につ

いて、申請件数７件については、７件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「非農地証明願」について提案いたします。整理番号１番

について、１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第５号「非農地証明願」についてのうち、整理番号１番について、

去る７月２４日、申請人のＩＤさんと息子さん２名立会いのもと、１０

番農業委員、９番推進委員、私１番農業委員の３人で共同調査をしまし

たので、１番農業委員が報告いたします。 

申請人は伊佐市大口小木原７３２番地にお住まいの ＩＤさんです。

申請地の所在地は伊佐市大口小川内字上場５２９番７で、地目は田、地

積は１,０８１㎡で、外１筆１，５３５㎡の、２筆合計の３，３３６㎡で

す。 

周囲の状況は周りも全て山林となっており、申請地も山林化しており

ました。また、非農地となった時期は、平成６年３月より耕作しなくな

り２０年以上耕作放棄していた為、農地としても復旧は困難な状況にな

ってしまったとのことです。申請地は旧山野西小学校より西側へ約１．

５ｋｍ位に位置しています。 

３名の調査員の意見において農地への復旧は困難であると判断しまし

た。添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたします。以上で報告を

終わります。 

 

１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第５号「非農地証明願」は１件の申請のうち１件の許可が決定い

たしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「辞任届」の承認について議題いたします。事務局の説明

をお願いします。 

 

追加議案として総会の前に配布いたしました、辞任届につきましてご

説明いたします。 

７月２１日付けで、ＴＥさんより事務局へ辞任届が提出されました。

理由につきましては、「一身上の都合により平成２９年７月３１日をもっ

て、農業委員を辞任したいのでご了承願います。」と書かれております。 

農業委員会等に関する法律第１３条の規定により、「市町村長及び、農

業委員会の同意を得て、委員を辞任することができる。」とあります。委

員会の同意は総会出席者の過半数において決定することになりますの

で、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第６号、事務局の説明のとおり承認することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第６号、辞任届については承認されました。 

 

その他。事務局お願いします。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

会     長    会  長     

 

伊佐市農業委員    ５  番      

                   

伊佐市農業委員    ７  番     

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

総会資料の最終ページをお開きください。７月の月例報告をします。 

去る５日、７月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして、事務

局の職員が出席しております。 

２４日、現地調査を一斉にしております。２８日、本日ですが第４回

農業委員会の総会です。 

８月の行事予定ですが、４日に８月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。２５日が現地調査です。３０日が第５回の農業委員会の総

会です。 

月例報告は以上です。 

 

 外にないでしょうか。 

 

（全員なし） 

 

これで、平成２９年度 第４回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

【終了時間  午前１０時０３分】 

 

  


